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序論 

 近年、幼児教育の重要性は日本での 2018 年施行の保育所保育指針改正からも

読み取れ、注目されていることはもちろんのことであるが、世界での実践や理論、

研究によっても支持されていることは周知のことであろう。それは、教育的側面

だけではなく、以前から経済学的側面からも注目されており、池本(2011)は「少

子高齢化に伴う人口構造変化から女性の労働力率の引き上げ、出生率を高める

こと」「子どもの貧困の増大や教育格差の拡大が、将来の社会保障費用負担の増

大になることの懸念」「経済成長のためには人材の質の向上が重要であり、自ら

学び続ける意欲などこれまでとは違った能力を求められており、就学前の教育

が重要」という 3点を挙げ、述べている。 

 こうした背景のもと、乳幼児期の保育・教育の質が問われる時代となり、2018

年には「認定こども園教育・保育要領」「保育所保育指針」「幼稚園教育要領」の

同時改正となったが、さらに、保育所も幼児教育を行う施設と認める形となった

ことから、保育所保育指針にのみ第５章として職員の資質向上が記載されるこ

ととなった。それは、幼稚園や認定こども園は各要領の上位法である教育基本法

等において教員の研修が義務付けられていたことに対し、保育所にはそれにあ

たいするものがなかったからである(板﨑,2018)。つまり、保育・教育の質を向

上させるために、職員の研修が重要であるということであろう。 

 そういった中、制度改革だけでは本当の意味での質の向上につながっていく

のではなく保育観によって保育の質に対する考え方は影響される(井上,2020)

として、保育観の重要性を指摘されていることもあり、改めて保育はどうあるべ

きなのかを考え、量的拡大の議論から質的な議論への移行の重要性も述べられ

ている(田口,2021)。 

ここまで述べた通り、乳幼児期の保育・教育の質が重要であり、その保育・教

育を行う職員の質が重要であるということから、当園において改めて保育の質

を考え、指針に沿った保育観に統一し、選ばれる園となっていく為に必要な視点

を精査しながら保育の質向上に向けての取組みを行うこととした。 
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第 1 章 当園の課題 

第 1節 当園の現状と課題 

 筆者が施設長を務める、あい・あい保育園 妙典一丁目園は、千葉県市川市妙

典地区に 2020 年 4月に同地区に 3園一斉開園を迎えた園の 1つである。マンシ

ョンが多く、ショッピングモールなどが近い駅から南側の他 2 園とは違い、駅

から北側の戸建て住宅が多く、昔から定住している住民が多い印象が強い地域

に当園は位置している。地主住居、別会社が隣接となる戸建ての保育園ではある

が、園行事などには協力的で理解があり、地域に温かく見守られ、開設から 1 年

9 カ月が経過したところである。定員は 60 名であり、現在は 0 歳児 6 名、1 歳

児 10 名、2 歳児 11 名、3 歳児 11 名、4 歳児 4 名、5 歳児 3 名の 45 名が在園し

ている。職員は、施設長 1名、保育士 13名(内、正職員 5 名、常勤パート保育士

3 名、非常勤パート 2 名、派遣常勤 1 名、派遣パート 2 名)、用務員 1 名、事務

員 1名、調理員 3名(内、正職員 2名、非常勤パート 1名)の 19名である。次か

らは、当園が抱える課題について述べていく。 

当園の課題として「就学前教育の理解度の低さ」が挙げられる。この課題に対

する視点として 3点述べていく。 

1点目の視点として、当社独自の保育プログラムの理解の低さである。 

保育の質は保育観に大きく影響されることは前述した通りであるが、基本的な

指針に沿った保育内容についての意識改善を進め、当社の保育方針への理解も

深めて保育観を統一していかなければならないのは当然のことである。当社に

は PaL(就学前能動的プログラム)という幼児教育(就学前教育)に着目した独自

のプログラムがある。これは、2018 年施行の保育所保育指針改定のポイントの

1つである「保育所保育における幼児教育の積極的な位置付け」ということから、

「幼稚園・保育園・認定こども園いずれの施設に通う子どもについても同等の内

容での教育活動が確保されること」「小学校教育への円滑な接続を意識した、5 歳

児後半の幼児の主体的で共同的な活動の充実を意識的に図ることが重要である

こと」「保育所保育における教育は、主体的な遊びを中心とした活動の時間の設

定を行うなど、より意識的に保育の計画等において位置づけ、実施することが重

要であること」から、当社として「幼児が主体的・共同的に取り組める遊びを中

心とした教育活動の設定が必要」とされた策定されたプログラム(PaL 研修 A よ

り)であり、根本が保育所保育指針に沿った内容を盛り込んでいるものであり、

園として保育観を統一していくには理解が必要な部分であろう。 

しかし、現状として 3,4,5 歳児を担当している担任は PaL 研修を受講するこ

とが決められていることから、PaL について理解を深めている様子が見られる

が、他の正職員から「PaL とは具体的になにをしているのか」「そもそも PaL と
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はなにか」「保護者(在園児、園見学者含む)から PaL ってなにかを聞かれたが答

えられなかった」などの話があり、保護者にも説明ができない状態である。また、

パート職員からはさらに理解していないという声も多く、前述した当園の職員

数を見てわかる通り正職員だけでなく、パート保育士も大きく保育にかかわら

なければならない状態の中、3,4,5 歳児の保育に入った時にどうしてよいかわか

らないという声も聞かれている。具体的な保育内容の理解不足は、子どもへのか

かわりに統一性がなくなり、保育内容や保育観が統一されず我流の保育に繋が

る可能性があること考えると、保育の質に保育観が影響すると言われている中、

当園の質は低く、このままでは子どもの育ちに影響がでてくる可能性も考えら

れる。 

次に 2 点目は「保育の質」の視点である。前述した通り、2018 年に保育所保

育指針が改正され、保育所も幼児教育を行う施設として認める形となったとい

うことは、保育の転換期と言ってもいい改正の内容である。この改正のポイント

を抜粋すると「環境を通しての保育」「幼児教育の同一化」「乳児期からの確かな

アタッチメントを基に主体的・対話的で深い学び」「質の高い保育を展開する為

に職員の資質向上・専門性の向上」等があげられている(板﨑,2018)。主体的な

保育について大豆生田(2019)は、子どもの「～したい」気持ちを極力優先するこ

と。子どもの興味・関心に応じた環境の提供が、子ども自ら環境とかかわろうと

する主体的学びであると述べ、大友・小田(2021)は、保育者の勝手な予測が優先

する保育になりがちであるとし、子どもの声を聴き・距離に気をつけて見守り・

行動を待つ・子どもに任せることが重要であると述べている。 

角野(2018)は、現在の一斉保育中心のカリキュラムに変革の必要性があると

し、日本では子どもの自主性を自由とからめて深く考える機会はあまりなく、子

ども達が自分で深く考え、自分で決定し、自分で行動する、「自由」の力を獲得

していける保育環境が必要であると述べている。武内(2014)は一斉保育を「一斉

活動で教えようとするものは、みんなで同じことをするようになるために毎時

間集団の枠にはめることをねらうもの」と捉えており、このような捉え方では

個々の表現や個性が十分に発揮されず、子どもの主体性は生かされないと述べ

られている(坂田・髙橋,2020)。以上のことから、主体的な保育が現在の保育で

は重要であることが明らかであり、保育の質として十分に議論すべき点と考え

られる。 

しかし、待機児童や保育士不足などの様々な問題や課題を抱える中、保育所の

量的拡充が進められ、保育所保育の質や、保育士の専門性の低下に影響があるこ

とは否めず、保育の質の低下を問題視するよりも、待機児童対策が優先されてい

ることが推察される（小島・市野,2019）という指摘もあり、現行の指針に沿っ

た保育が行われているのかどうかというのは、十分に注視していかなくてはな
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らない。また、保育の質低下時に通園していた保育所利用児は 20歳代時点の非

認知能力や健康、生活満足度、犯罪関与に負の影響を与え、男子での攻撃性や多

動などのマイナスの効果が長期にわたって持続する点などが指摘されている

(秋田,2020)ことからも、量的拡大からの視点から保育の質について視点へ早急

に移行すべきであることは明らかであり、現場間でこの保育の質について取り

組まなくてはいけないことであろう。 

 当園の開園当初の保育はまさにその指摘通りであり、保育について改善して

いく事が急務であると感じる内容であった。 

開園当初に勤めていた 9人の保育者(正職員)の内 7人は中途採用(保育園経験

者 3 人、幼稚園経験者 2 人、保育未経験者 2 人)、2 人は新卒採用であった。多

様な保育観が入り乱れる中、一斉保育ばかり行われており、保育者の指示の声が

響き、子どものやりたいことではなく、保育者主導の保育ばかりとなっており、

“自分で”を感じることができない保育の流れとなってしまっていた。また、環

境を通して行うべき保育が、環境構成もなく、玩具を出して終わってしまってい

ることも見られていた。 

 上述した保育所保育指針の改正のポイントでも挙げられていた「環境を通し

ての保育」や、先行研究などでも述べられていた「主体的な保育」とは違う内容

の保育が行われており、これでは乳幼児期の保育・教育の質が問われる時代とな

っている中、子どもたちにより良い保育・教育を行うことができず、多様な保育

観で子ども達へのかかわりも統一されておらず、保育の質としては問題と言わ

ざる終えない状況であると考えられた。 

最後に 3 点目であるが、選ばれる園になる為に必要なことは何かということ

である。 

 現在、待機児童解消の為に保育所等の量的拡大を進めていた関東地方である

が、当園のある千葉県において、千葉県の保育所等利用待機児童数及び利用定員

数(千葉県,2020)の中で示されている通り、待機児童が減少している現状がある。

つまり、保護者は保育所等に入りたくても入れないからこそ保育園を選ぶこと

ができず、利便性が悪くても振り分けられた保育園に入所せざる終えない状況

であり、保育所等は待っていても子どもが入ってくる現状であったものから、今

後は、受け入れ枠よりも子どもの数が少なくなってくる時代となり保育所等と

保護者の立場が逆転し、保護者が保育所等を選ぶ時代がくるということである。 

 この減少はすでに起きており、島内(2015)は 2015年時点で地方では「量」よ

りも「保育の質向上」を図ることが重要であることを指摘しており、待機児童が

ある程度解消されている地域では、保育所等が定員割れを起こしている。筆者の

地元である北海道函館市では、「保育園の統廃合・認定こども園への移行」「公立

の民営化」が進んでおり、すでに公立園は残り 1園となっている。大なり小なり
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こうした減少がおのずと待機児童が解消されていく関東地方でも起きてくるこ

とが予想され、研修会等でも「選ばれる園」という言葉が使われるようになって

きている。 

 では、選ばれる園とはどういった園なのか考察する。昨年、当社運営の保育園

全園で行われた保育園体験会&子育て相談会の保護者アンケート結果(貞

松,2020)の中では、保育園選びで一番重要視されるポイントとして、91%の保護

者が立地的条件を選んでいる現状があり、先行研究においても、施設利用の決め

てになった情報は立地に関するものが最も高く 70％であるという調査結果があ

る(西村,2017)。つまり、登降園での利便性が保育園選びには重要となってくる

ということである。また、前述した昨年の当社で行った保育園体験会のアンケー

トでの保育園選びでのポイントにおいて、立地的条件の次に高かったのは保育

の内容(39%)であり、西村(2017)の日本保育協会調査の中の施設利用の決めてに

なった情報において最も高かった立地に関するものに次いで 3 番目に保育の様

子(22.3%)、4 番目に保育方針(18.9%)が高かった(2 番目に高かったのは開所時

間等の情報(27.0%))ことから、利便性の次に重要であるのは「保育内容」という

ことであろう。つまり、選ばれる園というのは、保護者に選ばれる園として「利

便性」と「保育内容」が重要であると考えられる。 

 「利便性」については状況が変えられない立地的な条件が重要なポイントであ

ることから議論は難しいが、地方で子育て支援センターで勤務していた時に保

護者の話を聞いていると、第 1 希望の園は必ずしも登降園のしやすい園ではな

く、保育内容で選んでいた保護者も少なくない。今後利便性が高くても「保育の

質」が重要であると考えると「保育内容」について、具体的に「保育内容」とは

どういったことなのかを議論すべきであると考えられる。 

 そこで、現状として当園を「利便性」ではなく選んでくれている保護者は何を

理由に当園に在籍してくれているのかを聞き取り調査をした。現在までの入園

児の総数は 52 人であり、その内、約 30%にあたる 15人が園から明らかに遠い地

区(バスや電車、車を利用しての登園、電車を利用しての出勤であるがわざわざ

駅の南側から通っているなど)から登園しているなどの第１希望入園ではない

園児であった。その 15人中 7人が退園し、その内 6人の退園理由が近くの園に

決まったため転園という理由である（1 人は転勤の為都外へ引っ越し）。遠方で

はあるがまだ在園してくれている園児は残り 8 人(世帯数は 6 世帯)であり、こ

の 6 世帯の保護者へ聞き取り(自由回答)を行った結果、6 世帯中 5 世帯が PaL

などの取組みを行っているからと回答していた(次いで先生方の人柄・雰囲気 3

世帯)。また、当社が昨年行った保育園体験会・説明会のアンケート結果による

と、保育園に期待している取組みとして説明会後には思考教育(教材やプログラ

ムを通した子ども主体の思考など)を選ばれた保護者が 82.4％であったこと(貞
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松,2020)や、住田ら(2013)は幼稚園や保育所に期待することは社会性や人間関

係が多い中、保育所の保護者の方が幼稚園の保護者に比べて「文字や数を教えて

ほしい」と期待する保護者が約 20％高かったと述べていることからも、具体的

な保育内容とは当社でいう「思考教育」という部分ではないかと示唆される。 

 以上の 3 点から考察すると、今後選ばれる園として生き残っていく為にも、

保育の質を向上し、保育観を統一していく中で、指針に沿った保育観への意識改

善を促し続けながら、保護者の期待の高い「思考教育」という保育内容の理解を

深める必要がある。そこで、まずは、思考教育にも繋がる当社独自のプログラム

であり幼児教育(就学前教育)に着目した PaL について全職員が理解を深めるこ

とが課題であると考えられる。 

 

第 2節 課題解決に向けての考察 

前述してきたことから、現行指針にそった保育とは言い難い状況であり、当園

の保育プログラムも理解していなく、保育観が統一されていない保育の質が低

い状態であることが明らかである。期待されている思考教育の部分である PaL

について全職員が理解し、同じ方向で保育が出来ていなければ、このままでは将

来的に「選ばれる園」となるには難しい状態と言えるであろう。 

この当園の課題を解決していくには、現行の保育所保育指針に沿った職員の

保育意識改善と PaL の理解度の向上が重要であると考えられる。それは、PaL

を理解するには、保育所保育指針に沿った保育観がなければ理解は難しいから

である。PaL は「保育所保育指針の改定に伴い策定されたもの」であり、その改

定のポイントに沿って作られたもの、つまり保育所保育指針と整合性がとられ

ているものである。その基本を理解していなければ PaL は「職員主導」となっ

てしまい「子どもたちの主体性のある活動」ではなくなってしまう可能性がある

からである。だからこそ、PaL の理解度向上には保育所保育指針に沿った保育

の意識改善も行う必要がある。 

まずは、保育の意識改善について実践研究を行い、保育所保育指針に沿った保

育観に意識改善を促ししていく（2020 年 4 月時点から職員の意識改善を促す取

組みを行っており、第 2章にその結果を記載)。その後、PaL の理解度向上への

実践研究を行い、当社の保育プログラムの理解度を向上させ保育観を統一させ

ていきたい。 

第 2 章 職員の保育に対する意識の変化過程の質的調査 

第 1節 実践研究・分析方法 

 先行研究において、保育の質を向上させる取組みとして、エピソード記録によ

る取組み（濱田ら,2020）、ポスター（写真）と事例記述による取組み（島内・絵
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苅川,2020）などにより、エピソード記録、写真を使ってのカンファレンスが保

育の質の向上に一定の効果があるとされていることから、写真を利用したり実

際の保育事例を話したりすることにより、意識改善を図ることができると考え

られ、以下の方法において実践を行い、分析を行うこととする。 

(1)実践研究方法 

 1.意識改善を促す取組み 

 1-1. 年に 2 回保育環境の見本の写真を見せ、模倣し、取り入れてみる。保育

環境の見本の写真選定については、筆者の保育観で選出したものでは客観性

に欠ける為、近年、諸外国の主体的保育が注目されている(辻井,2006;大豆生

田,2019)保育の中からピラミッドメソッド、レッジョエミリアの保育を行う

園の写真を選出した。 

1-2. 近代的保育を行っている園への施設訪問を予定していたが、コロナウイ

ルス感染拡大に伴い、各園施設見学が中止となっており、断念することとな

った。 

 1-3. 月に 1 回行われる定例会議において参考文献(高山,2017;伊藤,2018)か

ら抜粋したものや実践知(ピラミッドメソッドの実践や流れる保育を行って

きた筆者の経験や学んできた知識)を基に、保育の見直しを提案し、話し合い、

実践してもらう。 

(2)実践期間 

 2020年 4月～2021年 8月 

(3)調査方法 

上述した方法を基に実践した結果、職員の開園前に持っていた保育観がどの

ように変化していったかを調査した。 

調査時期は、職員の保育自己評価を行う時期と合わせ、調査対象 14名 2020 年

10 月に 1 回(半年間勤めてみて実際に取り組んでいる感想、子どもの変化)、調

査対象 15 名 2021 年 3 月に 1 回(当園に勤める前に持っていた保育観、1 年間取

り組んでみての感想)、前年から続けて勤務をしている調査対象者 11名 2021 年

8月に 1回(1年半取り組んでみての感想)自由記述式で計 3回調査を行った。職

員の増加により 1 回目の調査時から 2 回目は 1 名増加しているが、保育経験者

で 1 回目の調査時期からさほどずれなく入社したため、調査対象に含めること

とした。また、新年度を迎え退職した職員もおり、3回目の調査では 4名減少し

た(参考として新年度から入社した職員 6名も参考までに自由記述で勤めてみて

の感想を記述してもらった。内容については考察にて後述する)。 

(4)分析方法 

kh コーダー(樋口,2014)によるテキストマイニングによる質的分析を行った。

今回の分析方法として「同率 11 位以上出現回数 3 以上の頻出語抽出比較」「抽
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出語が使用されている文を抜き出して語の使用方法の確認を行う KWIC コンコ

ーダンス」「語の関係性の強さを表す共起ネットワーク」を使用。頻出語の違い、

その語の使用方法の比較分析から、意識の変化があったかどうかを分析する。 

 

第 2節 分析結果 

 kh コーダーを使用し、まずは同率 11 位以上出現回数 3 以上の頻出語を抽出

した(表 1)。上位 2 語は 3 つの時期共に「子ども」「保育」であるが、入社前と

半年の時期には「子ども」「保育」の順に高いが、1年後・1年半後には「保育」

「子ども」と語の抽出回数が逆転している点は興味深い。また、入社前にはなか

った「環境」「コーナー」という語が半年後には抽出され、「主体」という語は 1

年後の調査には上位に上がってきている。さらに、入社前に抽出された「一斉」

という語が半年時には抽出されず、1年後には再度抽出されており、その反対と

も言える「一人ひとり」という語も抽出されているのも特徴的であろう。また、

1年半後には「考える」という言葉も若干ではあるが上がってきていることにも

着目したい。 

上述された語について、KWIC コンコーダンスを使用して、その語がどのよ

うな文章で使用されていたのかを踏まえた上でまとめると以下のようになった。 

・入社前の保育観 

勤める前は「集団、全体、一斉、みんなで合わせて」などが当たり前であっ

た。などの文章が抽出された。 

・半年取り組んでみて 

「環境はいくらでも変えることができる。」「自分としてはスムーズに子どもが

動けたことが意外」など、環境を考えた結果○○が出来るなどの自分自身の気

づき、子どもが自分の好きな位置や場所で…など子ども自身の変化の気づきの

文章や、「コーナー遊びという物を学び…疑問を感じたり…慣れなかったりす

る事がありましたが、実際にコーナーを作ることで、子どもたちが集中し…」

「棚の配置ひとつで子どもたちが部屋を走らなくなったり、玩具がコーナーで

遊べるようになったりと変化が見られました」などコーナー保育を行ってみて

の子どもたちの変化があったことへの感想が記述された文章が抽出された。ま

た「主体的に過ごすとは…」「主体的に過ごす環境とは…」と主体的とは何か

を考える文章も抽出された。 
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表 1 頻出語比較表  

 

 

・1年取り組んでみて 

「一斉保育と比較し、皆が一斉にくる（着替え）ことがなくなり、子ども同

士のトラブルが減ったり、一人ひとりの食事をみることができ…」や「見通し

を持って子どもが動けるようになった」などの良さに気づいたり、反対に「バ

ラバラに動くからこそ人手が必要になる場面がある」などの難しさに気付いた

り「一斉保育という固定概念が覆った」などの文章が抽出され、一斉保育と一

人ひとりを見る保育の比較、考察している様子がみられた。また「主体的な保

育はとても良いと思いました」「開園当初は一斉保育を主として行ってしまう

ことが多かったのですが…子ども一人ひとり主体的な保育に近づけているこ

とに気づくことができました。」など、主体的とは何かを考えていた半年時よ

り、主体的な保育の良さに気づくことができたなどの気づきへの文章に変わっ

ている様子が見られた。 

  

そこで、1 年取り組んでみての自由記述に「主体」的な保育に対して「良い」

と思っている語を使用しているのかを確認する為に、共起ネットワークの機能
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を使用して分析したところ、関係性が強い語と語はより太い線で結ばれるのだ

が、「保育」「子ども」「良い」という語が太い線で結ばれ、つながっていること

がわかった(図 1)。 

 

 

図 1 1年取り組んでみての自由記述についての共起ネットワークから抜粋 

 

・1年半取り組んでみて 

「その子に対しての対処を考えたり、待ってみようと思えたり…保育中の自分

自身の精神的にも余裕は出てきた。」「次はこうしてみようと２人で考え、よくな

るようにしてみたり…」「子ども達にとって必要な環境設定について考える難し

さも感じました。」など保育者として保育をどう「考える」のかなど、保育に対

しての省察し葛藤する内容が見られた。 

 また「同じ主体的な保育ですが、年齢によって対応や言葉がけ、気をつける点

等がぜんぜん違う…」「主体的な保育を行う上で、環境を整えること、事前準備

…大切さを改めて感じた…」「主体的な保育についてこの 1年半考えてきました

が、まだまだ自分に出来ていない部分が多くある…」など、新年度での保育者の

クラス替えによる葛藤や気づき、まだまだ学ぶ必要があるなど「主体」的な保育

を常に考える姿勢が見えた他、「主体的な保育をするにあたって…大変なことは

たくさんあるが、子ども達が理解すると「これどこにしまうの？」…という問い

がなくなったり、自分で考えて行動することが出来るようになっている…」など、

子ども達の成長の姿を捉えている内容があった。 

 

第 3節 考察 

第 2節の結果を踏まえ、今回の考察としてまとめると以下のようになる。 

入社前には「一斉、みんなで合わせて」ということが当たり前であったものが、

子ども一人ひとりの主体的な保育へと保育観が変化し、保育という語の使用が 1

年後には多くなり、保育について考察している文章の抽出が見られる。また、一
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斉保育と主体的な保育を比較して考え、一斉保育で育まれる良さと主体的保育

の良さを考え、実践の難しさを改めて感じ、考えていることから、より良い保育

を行っていくには…と、保育を常に省察する力が育まれている様子がある。つま

り、改めて“保育”について考えるようになってきている様子が見られる。 

さらに、環境について学び、主体的な保育を実践することにより、コーナーを

作り一斉保育を見直し、子どもの動きが変化したり、一斉保育より子ども一人ひ

とりを見られるようになったりしたなどの自分自身の気づきや子どもの変化、

主体的な保育の良さに気づいていった様子が見られる。これは、共起ネットワー

クにおいて「保育」「良い」「子ども」のかたまりが太い線で結ばれていることか

らも、推察されるであろう。 

また、2021 年度より新しく入職した職員からの保育に対する自由記述から一

番多く抽出された言葉である「保育」という言葉の使われ方を見てみると「先生

方の保育にあたる姿が同じ方向を向き、自然な形で子どもの姿をありのまま受

け止めていらっしゃる…」「保育の流れを考える時に主体的な保育と思っていて

も、つい保育者目線で考えてしまっていると感じた」などの感想をもらうことが

できた。開園当初は保育観がバラバラだった保育が同じ方向性を向いていると

感じてもらえていたり、保育を省察することの大切さに気付いてくれたりと、新

しい職員から感想をもらったことからも、保育観がまとまってきたと言えるで

あろう。 

以上のことから、現行の保育所保育士指針でいう、環境を通して行う保育、主

体的な保育への意識改善の方向が見られたと言ってよいのではないかと考えら

れる。 

しかし、意識改善の方向が見られたと言えるものの、その要因は 1年間の様々

な経験も含まれる為、一概に今回の意識改善を促す取組みを行ってきたことだ

けが要因とは言い切れない部分が今後の課題でもあるが、その一因として捉え

ても良いと言えるのではないかと考えられる。 

第 3 章 PaL 理解度向上への取組み 

第 1節 実践研究・分析方法 

先行研究において、園内研修の実施が保育者の質の向上や保育の質向上に繋

がること(島内ら,2021)や、経験年数を問わず相互に対話を行う「協働型」の園

内研修などの園内研修を行うことにより学びに有効性が示され、価値観への共

有につながる(五十嵐ら,2021)と示されている。また、2020 年に厚生労働省より

示された「保育所における自己評価ガイドライン」においても、保育内容等に関

する対話が保育所全体の保育の内容に関して認識を深める機会でもある(厚生

労働省,2020)と示されており、互いに語り合う風土づくりが重要である。さらに、
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阿部ら(2016)は、自らの行為を言語化することは自らの行為を意識化すること

につながり、保育を言語化することは、自らの保育の質の向上の為に必要である

と述べている。 

以上のことから、PaL についての対話を通しての「協働型」の園内研修を実

践することで理解度向上を図ることができると考えられる。 

しかし、PaL についての客観性を持った理解度を測ることができる尺度やチ

ェック表などがあるわけではない為、今回の理解度調査は自己評価的な内容と

なり、客観性に欠ける結果のみとなりかねない。少しでも客観性を補うべく評価

もできるように配慮し、以下の方法において実践を行い、分析を行うこととする。 

 

(1)実践研究方法、実施期間、調査方法、分析方法 

 1.PaL 理解度調査 

 全職員に対し、現状の PaL への理解度調査(記名式の質問紙調査)を行い、園

内研修実施前と研修実施後において、理解度の比較検討を行うこととする。 

 理解度調査における「理解」とは、以下の内容をできるようになったかを自己

評価することで「理解」という意味とする。 

 1-1.PaL の取り組みの具体的な内容（どんなことをしているか）を説明でき

るか。 

 1-2.PaL のねらい（どんな子どもの成長発達をねらっているか）を説明でき

るか。 

 1-3.PaL と主体性のある保育の繋がりが理解できるか 

文言を一言一句間違いなく言えるのではなく、自分の言葉で内容に沿って説

明できるかを重要とする。 

 

2.協働型園内研修の実施 

 PaL の理解度調査より、理解度が高いと回答した職員を抽出し、実際に理解

度が高いのかを施設長と面談して確認し、研修講師として選出する。また、理解

度調査において具体的に何がどうして理解できていないかを自由記述式で取り、

その内容を参考に研修内容を具体化していく。今回調査した結果、具体的な内容

がわからない、見たことがないのでわからない、実際に見てみると理解につなが

るかもしれないという記述が多かったことから、実際の教材や写真・動画などを

交えて行うこととした。 

研修の流れとしては、まず基本となる PaL についての意義については施設長

より説明を行い、その後、選出した研修講師職員を基に、グループディスカッシ

ョンを行い、対話を通して語り合う形式(協働型)とする。 
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2-1.実践期間 

 2021年 12月～2022年 1月 

 正職員については、月 1 回行われる定例会議にて実施。パート職員について

は、数日間開催日を設け、可能な日程を選んでもらって園内研修に参加してもら

う。 

2-2.調査方法 

2-2-1.調査方法 

協働型の園内研修実施前と実施後に質問紙による PaL 理解度調査を実施し、

理解度が向上したかどうかを調査する。 

2-2-2.調査対象 

保育士 13 名(内、正職員 5 名、常勤パート保育士 3 名、非常勤パート 2 名、

派遣常勤 1 名、派遣パート 2 名)、用務員 1 名、事務員 1 名、調理員 3 名(内、

正職員 2名、非常勤パート 1名)の 18名(内 3名が研修実施後の質問紙回収でき

ず、15名を調査対象者とした。) 

2-2-3.分析方法 

 質問紙調査において「具体的な内容が説明できるのか」「ねらいなどを説明で

きるのか」「主体性のある保育(保育所保育指針の内容に沿った)に PaL が繋がっ

ていることが理解できるか」を 5 段階評価でとり、実施前と実施後においての

評価の比較を行う。また、分析として t 検定(対応のある 2標本検定)にて、有意

差があるかどうかを検定する。 

 

3. クラス懇談会(2歳児)にて保護者への説明実施と保護者への質問紙調査 

 園内研修にて PaL の理解が深まったという職員を抽出し、クラス懇談会の中

で保護者へ説明し、理解を得られるたかどうかを検証する。また、懇談会後に説

明した職員へ感想の聞き取りをする。 

3-1.実施期間 

 2022年 2月 5日(土) 

3-2.質問紙調査内容 

調査を研修後に無記名で依頼し、５段階評価にて以下の内容とする。 

 ・(説明前から) PaL の具体的内容やねらいを知っていたか。 

 ・(説明を受けて) PaL の具体的内容やねらいを知ることができたか。 

 ・職員の説明はわかりやすかったか。 

 ・PaL を周りの人へ紹介したいか。 

3-3.職員の選出 

園内研修前は理解が低く、園内研修後に理解が高まったという正職員保育士

を選出した。 
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3-4.説明をした職員へ聞き取り調査内容 

 説明をした難しさや何に気をつけて説明したか、説明して何か自分の理解に

変化はあったかを確認する。 

3-5.実施クラス 

 進級し、3歳児になった時に PaL が始まる 2 歳児クラス（3,4,5 歳児は、すで

に保護者へ昨年周知していること、0 歳児はコロナウイルス感染陽性者が確認さ

れた為中止、1 歳児は昨年 3 歳児クラスを担当していた職員が担任となってお

り、理解度が研修前から高い職員であった為、対象外とした）。 

3-6.分析方法 

 質問紙調査において「(説明前から) PaL の具体的内容やねらいを知っていた」 

「(説明を受けて) PaL の具体的内容やねらいを知ることができたか」「職員の説

明はわかりやすかったか」「PaL を周りの人へ紹介したいか」を 5段階評価でと

り、説明前からの理解と説明後の理解においての評価の比較を行う。また、分析

として t 検定(対応のある 2 標本検定)にて、有意差があるかどうかも検定する。 

 

4. PaL の設問、具体的事例と必要なかかわりについてのレポート提出での確認 

 調査対象職員にレポートを依頼し、回答内容を確認し、理解できているかを調

査する。 

4-1.設問内容 

「PaL に関する設問」 

・PaL は当社が作った独自のプログラムですがなぜ作られたのか。 

・PaL の目的は、子どもたちにどんなことを培う為に行われているのか。 

・PaL プログラムの説明 

「PaL を行い、育まれてほしい子どもの姿があるが、そうした姿が育まれてい

ると感じる具体的な場面やその為にどんなことを意識してかかわったらよいと

思うかを述べる自由記述式。」 

4-2.実施期間 

 2022年 2月 

4-3.実施対象 

 園内研修調査対象者 15 名(コロナウイルス感染陽性者が確認されたことによ

り、休園、出勤停止、体調不良などが相次ぎ、15 名中実施可能な 7 名を対象と

した) 

4-5.分析方法 

・設問への回答確認は、PaL A 研修の研修資料より内容を確認し、判断。 

・自由記述式では、kh コーダー(樋口,2014)によるテキストマイニングによる質

的分析を行った。今回の分析方法として「出現回数 5 以上の頻出語抽出比較」
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「抽出語が使用されている文を抜き出して語の使用方法の確認を行う KWIC コ

ンコーダンス」を使用。頻出語の違い、その語の使用方法の分析から、自分なり

の言葉の中で PaL のねらいを正しく理解しているのかを分析する。 

 

第 2節 分析結果 

(1)園内研修実施前後の質問紙による理解度調査 

 1.園内研修実施前 

ねらいを説明できるか、具体的な内容を説明できるか、PaL と主体性のある

保育の繋がりが理解できるかについて(表 2、表 3 参照)全体の平均値としては、

5段階評価においてすべて 2.0以下という結果となった。また、職別となると正

職員がおおよそ 3 の評価となっており、これは PaL 研修受講経験者、または、

PaL 実践経験者が高い評価をつけていることからである。反対に新卒や PaL に

触れたことがない職員はおのずと低い評価となった。これは、同じくパート職

員・その他職員(調理、事務、用務)にも言えることで、パート職員らは明らかに

低い数値となった。その原因として、やはり PaL を実践したことがない、少し

説明は受けたが具体的に見ていないので理解できないなどが挙げられており、

これは自分が取り組まなくてもよい立場であるという意識があるからこそ理解

しようと前向きではない、つまり当事者意識が低いからこそであると考えられ

た。また、その裏には保育観を統一しなければなぜいけないのか、PaL を理解

する必要がなぜ必要なのかを理解していないともいえるであろう。以上のこと

から職員の多くが園の保育内容を理解していないことが明らかとなった。この

状態で保育を続けていくことは、保育観が統一されずに上質な保育の提供はで

きず、子どもへの将来的なマイナス影響が出てくる可能性が考えられる他、保護

者に選ばれる園となることは難しい状態であることが示唆される為、園内研修

を行うことで、保育観の統一の必要性を伝えつつ、PaL の理解度を向上させて

いく必要があると考えられた。 

 

2.園内研修実施後の比較検討 

 研修実施後は、全ての項目について 4.0 以上の評価となり、向上している様

子が見られた。その理由として職員の感想からは「研修は短時間だったが、分か

りやすく、簡潔にまとまっていた。質問に対して実際に教材を見せてもらったり、

子どもたちがどう使っているのかを聞いたりすることができて、子どもたちが

遊ぶ姿を想像することができた」というように、短時間だったが、実際に教材を

見たり、触ったりできたこと、気になることをその場で直接対話形式にてすぐ聞

けることが良かったと回答が見受けられた。パート職員からは、主体的な保育の

中で園全体として行っている PaL がどういう位置づけなのかを知ることができ
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たなどの回答もあり、具体的な保育内容を正職員保育士だけでなく全職員が内

容を知ることで、保育観の統一、方向性の一致に繋がり、全職員が子どもたちへ

同じ想いを持ってかかわることが可能となることが示唆された。 

 また、t 検定(対応のある 2 標本検定)を「ねらいを説明できるか」「内容を説

明できるか」の 2項目について、研修前後の 5段階評価にて検定行ったところ、 

「ねらいを説明できるか」については、t(14)=6.0838 p<.01となり、有意差が

見られ、「内容を説明できるか」においても t(14)=7.3261 p<.01 となり有意差

がみられたことから、協働型園内研修を行うことにより、理解度が向上するので

はないかと示唆された。 

しかし、これはあくまでも自己評価的なものであり、評価尺度がない中で客観

性に薄い結果である為、次に実施する評価にて少しでもこの結果に客観性を持

たせていきたい。 

 

表 2 PaL 理解度調査 研修実施前後比較表 
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表 3 理解度職別平均値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) クラス懇談会(2歳児)にて保護者への説明実施と保護者への質問紙調査 

 保護者への調査結果(表 4参照)を見ると、「具体的内容を知っていたかどうか」

について、平均値 3.5となり想像以上に高い評価となった。これは、兄弟が 3,4,5

歳児にいる家庭であったり、全家庭配布のお手紙などで PaL の内容を周知した

り、掲示したりしていたこともあって想像以上に高い評価であったと考えられ

る。しかし、内容が高い評価であったことに反して、「ねらいを知っていたか」

については平均値 2.7 と低い結果となったことから「なんとなくこんなことを

行っていることは知っているが、なんで行っているのかが理解できていない」と

いう保護者の理解であったと考えられた。 

 職員からの説明後は、どちらも平均値が 4.6 以上となり、理解が進んだ様子

が見受けられる。また、職員の「説明はわかりやすかったか」についても、平均

値 4.7となり、説明の仕方が上手くいっている様子が見受けられた。「紹介した

いか」については 3 と評価が低い家庭が２家庭いるのが気になる点であり、確

認をしたいところでもある。 

 また、t 検定(対応のある 2 標本検定)を「PaL の具体的な内容」「PaL のねら

い」の 2項目について、「説明前の状態」と「説明を受けての状態」を 5段階評

価にて調査検定行ったところ、「具体的な内容について」t(7)=2.756 p<.05とな

り有意差が見られ、「ねらいについて」においても t(7)=4.2513 p<.01 となり有

意差が見られたことから、職員の説明により「具体的内容」「ねらい」が保護者

へ上手く伝わっていると考えられ、職員が理解を深めたからこそ説明できたと

言えるであろう。 

 では、保護者への説明が上手くいったのはなぜなのだろうか。職員への聞き取

りを行った結果、「自身が受けた研修では保育者向けの説明であり、これを保護

者向けに説明し、分かりやすくするにはどうしたらよいかを考えることに苦労
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した。特に気をつけたのは、専門用語（環境を通して、主体的・協働的な活動…

など）をどのように説明するか。簡単に説明するために具体的で保護者も想像し

やすい例を考えて伝えるようにした。さらに、３歳児に進級する保護者向けに、

３歳児の生活の流れの部分も想像できるように、創造的な思考の基礎と生活を

自ら作り上げていく力が繋がっていることを伝えるように心がけた。保護者に

説明をする機会をもって、わかりやすく説明するには…と考えられたのは、貴重

な体験であり、自分自身の理解を振り返ることができた経験だった。」と答えて

いた。つまり、保護者へ説明する時には「専門性」をかみ砕いて想像しやすい実

例に言い換えて伝えることや、視覚的に実物を用いて説明する工夫をしたから

こそ、保護者の理解が深まったと考えられるであろう。さらにそうした保護者へ

どう説明したらよいかを考えることにより、自分自身を内省し、より理解を深め

ることができたという言葉から、保育の言語化は自分自身の保育を振り返り行

為を意識化でき「なぜこういう保育が必要であるのか」を改めて自分自身に落と

し込めているということである。 

 保護者へ理解を促すことができたこと、職員からの聞き取りから考えると、園

内研修を行い、理解を深められたからこそ具体的な内容とねらいの説明ができ

たのではないかと示唆され、筆者がその内容を確認しており、この説明した職員

の説明内容が PaL の本来の内容と合致していることは確認している。しかし、

他の職員についてはまだ不安が残る状態となっている。 

 

表 4 保護者への質問紙調査 PaL 理解度調査  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) PaL の設問、具体的事例と必要なかかわりについてのレポート提出 

 園内研修で自己評価的に理解が深まり、理解が深まったからこそ保護者への

説明も上手くできて理解を促すことができたと考えられるが、他の職員はどう
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だったのであろうか。今回の設問については確認すると「PaL は当社が作った

独自のプログラムですがなぜ作られましたか？」「PaL の目的は、子どもたちに

どんなことを培う為に行われていますか？」「PaL のプログラムを説明してくだ

さい。」の回答については、研修内容とは同語ではなく、それぞれの言葉で表現

の仕方が様々であるが、PaL A 研修内容と同義の内容であること後日確認した

ことから判断し、全員正答していることと判断した(表 5 参照)。 

さらに「PaL を行い、育まれてほしい子どもの姿があるが、そうした姿が育

まれていると感じる具体的な場面やその為にどんなことを意識してかかわった

らよいと思うかを述べる」自由記述式についてテキストマイニングを行ったと

ころ(表 6参照)、回答者全員対象の抽出語から「自分」「環境」という特徴的な

語が抽出された。KWIC コンコーダンスにて、どのような文で使用されている

のか確認すると「自分で考えようとする力…」「自分の気づきにじっくりと取り

組み、やってみたことにできた！と喜びを感じ…」「環境構成の大切さ…」など、

主体的な保育という表現に繋がる「自分で」という言葉として使用されており、

さらに環境をいかに構成するかという環境を通しての保育としての視点が確認

された。この「自分で考えようとする力」「自分で気付き、取り組む姿」などは、

PaL を行う過程でねらうべき子どもの姿が記述として出てきていることから、

ねらうべき姿の理解が深まっていると考えられる。 

また、「研修前から理解が高かった職員」と「研修前には理解が低かった職員」

では園内研修での理解、学びに差があるか確認してみると、「研修前から理解が

高かった職員」では、「子ども」「意見」などが特徴的な語として抽出されており、

どのような内容で使用されているか確認すると、「子どもたち同士…」「子どもの

意見を…」など子ども主体として、どのように保育を展開するかという視点で記

述しているのに対し、「研修前には理解が低かった職員」の特徴語として「保育」

がどうしようされているかを確認したところ、「保育士が環境を準備して…」「保

育者の私が…」など、保育者としてどうあるべきかという、保育者としてまず

PaL を行うにあたってどうあるべきかを記述していることが明らかとなった。

どちらの内容も PaL の研修内容や実施方法の中にもある同語ではないが、同義

の重要なものであり、どのように PaL をすすめていくとよいのかという実施内

容の部分の理解も深まっていると考えられるほか、研修前の理解度の違いによ

り学びや理解、気づきの視点にも違いが出てくることも示唆された。 
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表 5 設問への回答  
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表6 具体的事例と必要なかかわりについてのレポート(抽出語 頻出5語まで)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3節 考察 

 協働型園内研修を行うことにより、研修前と研修後の PaL の自己評価的理解

度は高まっていることから、社内研修である PaL 研修や実践を通して学びを深

めた職員を通して、協働型園内研修を職員に対して行うことで、短時間でより効

率的に職員の保育内容理解の向上に繋がったと考えられる。さらに、クラス懇談

会では保護者にねらいや内容が伝わった結果となっていることから、職員が園

内研修によって理解が深まったからこそ説明に工夫ができ、保護者へ理解を促

す説明ができたと考えられる他、職員に保育内容を言語化する機会をあえて設

けることで、説明する力、言語化する力の向上、内容理解への内省が進み理解が

深まり、保育の質向上に繋がるのではないかと示唆される。 

序論にて述べた通り、保育観によって保育の質に対する考え方は影響される

と言われ(井上,2020)、保育観の統一は保育の質向上には必要不可欠である中、

協働型園内研修を行うことにより効率的に全職員が具体的な保育内容を理解し

ていくことで保育観の統一に繋がり、子どもたちへ全職員が同じ保育観でかか

わっていくことができるようになることから、保育の質の向上に期待できると

考えられる。さらに、前述した 先行研究(阿部ら,2016)において、自らの行為を

言語化することは自らの行為を意識化することに繋がり、保育を言語化するこ

とは、自らの保育の質の向上の為に必要であると述べられていることからも、保
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育者が保護者へ説明する機会等をあえてつくることにより、保育の専門性を保

護者へかみ砕いて想像しやすい実例に言い換えて伝える工夫をする等の行為の

過程において、保育者自身が内省し、保育者自身が保育の専門性を説明、言語化

できる力が養われていくと考えられる。こうしたことから、具体的な保育内容・

就学前教育の理解が深まった上で日々の保育が展開されていくことは、保育の

質向上に繋がると考えられるであろう。 

次に、設問やレポートの提出から PaL のねらう子どもの姿や実施内容を理解

し、自分の言葉で答えられていることがわかった。以上のことから、今回の課題

である「PaL 理解度向上」については、一定の効果が見られたと考えられる。た

だし、今回の結果はある一定の客観性を持てるように調査した結果であり、PaL

の客観的尺度は作られておらず、改めて尺度を作成し、使用しているわけはない。

今後は理解度を測る為に、客観性をより高めていく方法の検討が必要であり、課

題である。 

今回、課題としてあげた「就学前教育の理解度向上」において、当社独自のプ

ログラムである PaL に着目し、理解度向上の取組みを行い、ある一定の理解度

向上の効果が見られたことは、保育の質向上に繋がる良い一歩であると考えら

れるが、この理解度向上の取組みの中で、職員の「就学前教育」に対する誤った

理解が、変化していったことも一つの成果であると考えている。 

2018 年施行の保育所保育指針改定のポイントの 1 つである「保育所保育にお

ける幼児教育の積極的な位置付け」により、幼児教育の重要性が謳われたことか

ら、当社は PaL という独自の思考教育に繋がる就学前教育を行ってきた。その

ことを協働型園内研修の中で職員が話した際に、研修参加者から「幼児教育はみ

んなで“勉強”させるっていうことですよね」「教育はみんなで一斉になんでも

しっかりやらせて学校のようにするということですよね」「保育園も学校のよう

にしなければいけない、みんな同じようにできるようにしたほうがよいという

ことですよね」という、就学前教育に対して誤った理解があった。前述したよう

に武内(2014)は一斉保育を「一斉活動で教えようとするものは、みんなで同じこ

とをするようになるために毎時間集団の枠にはめることをねらうもの」と捉え

ており、このような捉え方では個々の表現や個性が十分に発揮されず、子どもの

主体性は生かされない(坂田・髙橋,2020)とされ、「環境を通しての保育」「主体

的な保育」が保育所保育指針では大切とされている今でも、「教育＝一斉保育」

「教育＝勉強」と理解している職員がいることも明らかとなった。そうした中、

研修の中心となった職員が PaL の具体的方法とその意味を対話の中で伝えてい

くと、「勉強させると思っていた内容ではなかった」「幼児教育がみんな一斉に同

じことをずっとさせて、学校のようにさせるのではないということがわかって

よかった」「みんな一緒に同じことをして、そのプログラムができないからダメ、
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ダメだから教えていかなきゃいけない、できるまでやらせたほうがいいのかと

思っていたが、そうではなかった」「主体的な活動なのに、どうして教育するの

かと繋がりがよくわからなかったが、主体的な活動の中に教育が入っているこ

とに気づいた」などという言葉が最終的に聞こえていたことは印象的であった。 

対話の内容を今回は研究対象としておらず、録音し、テキストマイニングにか

けるなどとしていなかった為、分析結果としては残すことができなかったが、今

後は具体的な保育内容の理解の他に、就学前教育という内容を包括する理論的

な部分に対する理解も向上、深めていくことも必要であろう。 

今後の課題 

今後の課題として 2点挙げたい。 

1点目は「当園で行われている他のプログラムの理解度向上」である。今回は

「PaL」に限定したが、当社では他に「IQ パズル」などのプログラムも行われ

ている。そうした他のプログラムに対しての理解度向上を目指していかなけれ

ば、当社の保育内容の理解を深め、保育観を統一して保育を行っているとは、言

いきれない。選ばれる園になるために保護者へ説明し、情報を発信していく為に

は必要不可欠であろう。今後は、IQ パズルについての協働型研修や保育者が言

語化する機会を設けて、理解を進めていく必要がある。 

2点目は「定期的な協働型研修や言語化する機会の定例化」である。保育の質

を向上させていき続けるために、全職員を対象とした協働型研修などを保育者

の多忙な業務の中に定例化させていかなくては、質の向上には繋がらない。また、

理解の進み具合で研修後の学び、理解の内容に違いがあることが、レポートの違

いから明らかになったことからも、協働型園内研修など職員に保育内容を言語

化する機会を定期的に設けることで、全職員がより深く、短時間でより効率的に

保育観等の共有、保育内容の理解を深めていくことが出来るのではないかと考

えられる。その為には、協働型園内研修の回数や方法、内容を精査する必要があ

るであろう。 

また、今回の実践研究の限界として「理解度向上や保育観の統一を測る客観的

指標がない」ことを述べる必要があるだろう。保育の具体的内容、保育の質・保

育観、選ばれる園になる為にという３つの視点から「就学前教育の理解度の低さ」

の課題を見出し、さらに保護者からの期待の高い思考教育に繋がる当社独自の

PaL に着目して理解度向上を目指し、実践研究をしてきた。写真や記述などを

基に保育観の意識改善の取組みでは、事前事後などの自由記述の変化をテキス

トマイニングにて調査し、どのような言葉の変化が得られたかを検証し、保育観

に関する意識改善が見られた。また、協働型園内研修を行うことにより、より効

率的に具体的内容の理解を全職員が深めることができ、保育者が保護者へ説明
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する場をあえて設けることで、職員が自身の理解内容を振り返る、説明する力に

繋がると考えられた。どちらの実践研究においても、園として保育の質向上に繋

がったと考えられるが「保育観」が統一された「理解度」が向上したと客観的に

述べることは難しいであろう。なぜならどちらも自己評価的なものだからであ

る。しかし、こうした実践研究を行ってある一定期間の中でテキストマイニング

を使用しながら職員の言葉の変化を見ていくことで、変化の過程やどの部分で

理解が深まっているのかなどがわかることで、保育の質向上の取組みをどのよ

うに行うことが意味ある園内の取組みとなるのかを検討していけると考えられ

る。今後については、当社の保育との整合性も見ながら ECERS などの国際的

に認められている保育の質の評価尺度なども併用して検証していくことで、よ

り客観性の高い実践研究としていきたい。 

量的議論から移り、現在質的議論が重要とされる中、保育の質向上は、終わる

事のない課題であり、保育者として取組み続けなければいけない内容である。し

かし、保育者に求められる業務内容は多岐にわたっていることから、質の向上に

努めていきながらも、業務量とのバランスをとっていく必要があると考えられ

る。また、都市部も待機児童問題が解消され、保護者に選ばれなければ生き残っ

ていけない時代がくることに備え、選ばれる園となる為に、魅力ある保育内容を

どう発信していくのかをさらに検討し、その方法が適切であるのかを確認して

実施していく必要性もあるであろう。 
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